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 決算特別委員会会議録 

 

開会時間 午後 １時０３分 

閉会時間 午後 ２時５５分 
 

日時      平成２８年１０月２４日（月）            

 

場所      委員会室棟大会議室 

 

委員出席者   委 員 長  望月 勝 

        副委員長  久保田松幸 

        委  員  中村 正則   皆川  巖   石井 脩德   山田 一功 

桜本 広樹   遠藤  浩   猪股 尚彦   奥山 弘昌 

宮本 秀憲   早川  浩   上田  仁   佐藤 茂樹 

清水喜美男   山田 七穂    小越 智子 

 

委員欠席者  渡辺 淳也 

 

説明のため出席した者 

 

総合政策部長 吉原 美幸  総合政策部次長 小島 徹 

総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 平賀 太裕  政策企画課長 末木 憲生 

国際総合戦略室長 落合 直樹  広聴広報課長 渡邊 和彦 

地域創生・人口対策課長 宮崎 正志 

 

県民生活部長 布施 智樹  県民生活部次長 上小澤 始 

県民生活部次長 弦間 正仁  県民生活部参事 依田 正樹   

県民生活・男女参画課長 三井 薫  北富士演習場対策課長 中込 巖 

統計調査課長 古屋 久  消費生活安全課長 杉田 真一 

生涯学習文化課長 深澤 宏幸  世界遺産富士山課長 長田 公 

私学・科学振興課長 内田 不二夫 

 

警察本部長 近藤 知尚  警務部長 前田 尚久  刑事部長 輿石 靖 

生活安全部長 細入 浩幸  交通部長 輿水 雅彦  警備部長 川崎 雅明 

首席監察官 小林 仁志  総務室長 清水 順治  警察学校長 市川 和彦 

交通部次長 古屋 秀敏  総務室参事 石川 善文  警務部参事官 窪田 圭一 

生活安全部参事官 㓛刀 康友  刑事部参事官 鶴田 孝一 

刑事部参事官 小林 敏廣  交通部参事官 中山 良彦  警備部参事官 加々美 誠 

会計課長 岩柳 治人  教養課長 野矢 聡  監察課長 天野 英知 

厚生課長 若月 誠  地域課長 瀬戸 良広  少年・女性安全対策課長 西山 雄三 

生活安全捜査課長 比留間 一弥  捜査第二課長 雨宮 雄二 

組織犯罪対策課長 宇野 晃  交通指導課長 加々美 政治 

交通規制課長 窪田 豊  運転免許課長 入戸野 敏彦  警備第二課長 小林 信一   

 

出納局次長（会計課長事務取扱） 鷹野 正則 
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議題   認第１号  平成２７年度山梨県一般会計及び各特別会計歳入歳出決算認定の件 

      

審査の概要    午後１時４分から午後２時００分まで総合政策部・県民生活部関係、午後２時１

７分から午後２時５５分まで警察本部関係の部局審査を行った。 
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質 疑 総合政策部・県民生活部関係 

 

 

（収入未済額について） 

山田（一）委員  １点だけ、県民生活部の使用料及び収入の収入未済が８０万３ ,７００円、この

説明をお願いいたします。  

 

三井県民生活・男女参画課長 ８０万３,７００円につきましては、県立大学の平成２１年度の授業

料の滞納分、未納分でございます。  

 

山田（一）委員   そうすると、山梨県公報の２７年１１月３０日付の監査によりますと、このこと

が指摘を受けているのですが、このときの「今後の対応について」というところで、

「未納者は保証人に電話で連絡し、納付を促す等催促を行って今後も引き続き収納

に向け督促を行う」ということは、この時点では「行った」ではないので、２７年

度においてどのような督促を行ったのでしょうか。  

 

内田私学・科学振興課長 督促につきましては、本人もしくはその保護者に電話連絡をとりまして、

支払うようにということで督促をかけております。それは２８年度も引き続きかけ

ているところでございます。  

 

        (不用額について) 

桜本委員  政の６の不用額、一般管理費、秘書業務費の執行残、１,１４３万円余、これに

ついて、秘書業務の執行残というのは全体の何割になるんでしょうか。  

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 執行残でございますが、予算額３ ,５０８万円に対しま

して、１,１４３万円でございますので、率としましては３２.６％ほどになろうか

と思います。  

 

桜本委員   そのうちの約３分の１が執行残となっているのですが、主な執行残の内容という

のはどんな内容ですか。 

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 主な大きいものといたしましては、需用費、消耗品の

関係ですとか、あるいは郵便、電話、クリーニング代等の役務費の関係がそれぞれ

３００万円余りございます。以上です。 

 

桜本委員   今の、もう一度ちょっと。もうちょっと細かい内容を言ってもらえますか。  

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 経常経費でございますけれども、その中には、需用費

という消耗品の関係、事務用品とかコピー用紙ですとか、そういうふうなものがご

ざいますが、その執行残が３６８万３,０００円、それから役務費といいまして、

郵便料ですとか電話代とかクリーニング代ですとか、そういうものが３７７万円ほ

どございます。以上でございます。  

 

桜本委員   続いて、上の段、知事交際費の執行残３２１万円、これは全体的に占める割合と

いうのはどのぐらいなんですか。  

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 知事交際費は予算４００万円を計上しておりますので、

執行残は８０ .４％となっております。  



決算特別委員会（平成 28年 10月 24日部局別審査）会議録 

- 4 - 

 

桜本委員   一般的に４００万円盛って３２１万円不用ということは、前県政と同じような形

なのか、あるいは特別ふえて不用として残ったのか、どんな流れなんでしょうか。 

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 知事交際費につきましては、これまで少なくとも１０

年以上、予算は４００万円で推移しておりました。平成２７年、昨年度につきまし

ては、予算の段階では同じように４００万円計上しておりましたけれども、知事交

際費の執行が全国的にみても本県は多いというふうなことで見直しをいたしまし

て、それまでは大体７割から８割ぐらいを執行しておりましたが、逆に、執行額の

ほうが２割程度になったというふうな状況でございます。  

 

桜本委員   次に、県民の８、不用額の部分で、ボランティア・ＮＰＯの執行残３５２万円と

いうことの中で、何が執行残として残ったのでしょうか。  

 

三井県民生活・男女参画課長 ボランティア・ＮＰＯ活動促進事業費の執行残でございますけれど

も、ボランティア関係の活動されている団体に補助金を出しております。その執行

残でございます。  

 

桜本委員   それは補助する事業が少なかったという点ですか。これだけ残っているというこ

とは。 

 

三井県民生活・男女参画課長 予算が残っておりますけれども、各団体が執行した結果、この金額

が最終的に余ったということでございます。  

 

早川委員  数字の確認だけ。政の５ですね。東京オリンピック・パラリンピック関連事業費

で、先ほどの説明で、２７年度２月に補正予算をして、適正な事業確保のために７

２２万円やったっていうことなんですけど、これ、使い切れなかったというか、適

正な事業期間の確保の内容を教えてもらいたいんですけれども。  

 

落合国際総合戦略室長 東京オリンピック・パラリンピック関係の適正な事業期間ということでご

ざいますが、内容がウエブサイトの構築と、それから、印刷広報媒体の作成という

ふうなことになっておりまして、２月に予算が認められてからウエブサイトの構築

に数カ月かかるというふうなことで、こちらのほうは繰越の手続をとらせていただ

いております。  

 

早川委員   わかりました。  

  関連して成果説明書の８１ページ。これは確認です。今、落合室長にお答えいた

だいたのですけれども、２７年度のときには国際戦略室がなかったと思うのですけ

れども、これ、イメージで、予算立てはスポーツ健康課がして、誘致に関しては国

際戦略室が今やっていると、そういうことでよろしいのでしょうか。確認です。  

 

落合国際総合戦略室長 委員御指摘のとおりでございます。  

 

         （ふるさと納税について）  

山田（七）委員  成果説明書の１０８ページのふるさと納税の件なのですけれども、ここ、３ ,１

７０万９,０００円のふるさと納税があったとあるのですけれども、逆に、このふ

るさと納税があったおかげで、普通だったら、これがなかったら県に入ってくるん

だけれども、ふるさと納税があるおかげで県外に行ってしまったという納税額とい
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うのはわかるんでしょうか。 

 

宮崎地域創生・人口対策課長 御質問にお答えいたします。委員御指摘のとおり、ふるさと納税制

度につきましては、寄附をいただいた方の税額が控除されるという形で、山梨県民

の方がふるさと納税を活用されますと、山梨県の市町村民税あるいは県民税から税

が控除されるということで、その分の控除額という御質問かと思いますけれども、

実際、寄附額として入りましたのが、先ほど委員に御指摘いただいた３ ,０００万

円余ということでございますが、都道府県民税、山梨県の県民税としての控除額と

いたしましては、１億４ ,１８８万円余というような状況になってございます。以

上でございます。  

 

山田（七）委員  ふるさと納税の件に関しては勉強不足でよくわからないのですけれども、この３,

１７０万円は当然、県外の人が山梨県へふるさと納税という形で納めてくれている

税ということですよね。だから逆に、山梨県民の方がどれだけ県外に対しての税を。

要は、それがなかったら山梨にその税は来たわけなんだけど、他県に対してふるさ

と納税をすることによって、山梨の税収というのは落ちているとは思うのですけれ

ども、その辺の額というのは、わからなかったらいいんですけれども、わかれば教

えていただきたいなと思いまして。  

 

宮崎地域創生・人口対策課長 申しわけございません。先ほどの御質問ですけれども、山梨県民が

他県に対しまして寄附をした分につきましては、仮に私、山梨県民でございますけ

れども、他県に５万円を寄附した場合に、２,０００円の自己負担が残りまして、

４万８,０００円分の税金が控除されるというような格好になりまして、その部分

の税額の控除が山梨県あるいは市町村の税から出ていくということになりますが、

それを申し上げたのが先ほどの数字ということでございます。  

 

 （不用額について）  

小越委員  先ほどの桜本委員の質問の続きですけど、政の６の知事交際費執行残ですけど、

私の認識でいくと、知事の交際費のホームページを見ますと、後藤県政になってか

らお葬式の生花を、今までは勲章をもらっていた方々に横内さんは出していたので

すけれども、それをやめたので大幅に減ったということで私は理解しているんです

が、それでよろしいでしょうか。  

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） 委員御指摘のとおり、昨年、後藤知事が就任を機に、

それまでの生花につきましては、例えば先生方とか市町村長の皆様とか、そういう

方の縁者の方、基準を設けて支出してきたわけでございますけれども、叙勲褒章の

受章者、県政功績の受賞者、それから教育功労者、この方の御本人がお亡くなりに

なられた場合の執行を見直しをいたしました。  

 

小越委員   それは何か理由があるんですか。県政功労者はあったと思うのですけど、叙勲の

方々は全部やめたような気がするんですけど、何か考え方が変わったんですか。  

 

平賀総合政策部次長（秘書課長事務取扱） それぞれの受章者の方につきましては敬意を表すべき

だとは思いますけれども、この交際費の執行につきましては、全国的に比較いたし

ましても本県が特出していたということで、適正な支出、もちろんそれまでが適正

な支出ではなかったということではありませんけれども、経費の節減ということで

そこは見直しをさせていただいたということでございます。  
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小越委員   適切な今回の見直しでよかったと評価したいと思います。  

（広報費について）  

  次に、総合政策部の続きですけれども、主要成果説明書の１３１ページ、先ほど

も御説明があったのですけれども、「ＧＯ ＴＯ 知事」ですよね。「ＧＯ ＴＯ 知事」

８回、１３０名ということなのですけれども、昨年も決算のときに聞いたら、横内

さんが最後の年だったので８回だったとお聞きしました。その前の年の横内県政の

ときは二十数回やっているんですよね。後藤県政１年目のときに８回というのは少

ない気がするのですけれども、なぜこのように少ないのでしょうか。 

 

渡邊広聴広報課長 「県政トーク  ＧＯ ＴＯ 知事が行く」の御質問にお答えをいたします。この「県

政トーク ＧＯ ＴＯ 知事が行く」につきましては、昨年の６月補正予算で議会の

ほうで御承認をいただきまして、その後、準備を整え、８月から月１回ということ

のペースで実施いたしましたので、昨年度中は８回という実施になっております。

昨年度から対象を２０名ということで、それぞれ２０名ごとの用意をしていたので

すが、突然のお仕事とか、体調不良、また、天候による道路の状況ということで御

参加いただけないというような方々が出てまいりまして、結果的に、１３０名の御

参加ということになりました。  

 

小越委員  その回数なんですよね。今年もたしか１０回ぐらいだと思うんですけど、横内さ

んのときは二十何回やっていたと思うんですよ。後藤県政になってから回数が減っ

ているのはなぜなんでしょうか。そういう方針なのか。教えてください。  

 

渡邊広聴広報課長 「ＧＯ ＴＯ 知事が行く」につきましては、一応、時間を１２０分という形に

延ばしまして、前よりも長い時間、ゆっくりとお話をさせていただくということも

ございますので、原則月１回、年間１２回を目標に事業を実施しているような状況

でございます。  

 

小越委員   そういう意味では広聴広報のところが足りないんじゃないかな、御意見いただこ

うという姿勢がちょっと後退したかと思われます。  

        （山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略について）  

  それと、主要成果説明書の一番最初のところで考え方を聞きたいのですけれども、

２ページの「山梨県まち・ひと・しごと創生総合戦略」、それから「地方版総合戦

略」を策定したということですけれども、例えば２番目の、市町村との連携・取り

組みの中で、市町村連絡会議の実施が４回、市町村総合政策の支援、検証の支援で、

これ、具体的にどのようなことをして、市町村がどのような御意見があって反映さ

れたのかどうか。県の説明会だけなのか、市長さんから吸い上げたことがあるのか、

中身について、どんな支援をしたのか教えてください。  

 

宮崎地域創生・人口対策課長 御質問にお答えいたします。連絡会議におきましては、例えば、昨

年度におきまして地方創生の流れということで、国もいろいろな支援制度、あるい

はバックアップの体制、県のほうも市町村と連携しながらやっていくということで、

国の状況、あるいは県の方針、そういったものを市町村と密に連絡をとりながら、

連絡会議を実施いたしまして、また、市町村版総合戦略につきましては、昨年度は

県のほうに窓口を設けまして、市町村からこういう形で総合戦略をつくりたいけれ

どもという助言を求められた場合について、市町村と連携しながら総合戦略を県も

市町村もつくっていったというような状況でございます。  

 

小越委員   市町村から窓口を設けて求められた場合というんですけれども、求められたのは
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何件ぐらいあるのか。それからこちらから出向いて説明したことってあるんでしょ

うか。件数とかわかりますか。  

 

宮崎地域創生・人口対策課長 申しわけございません。問い合わせ件数及び我々が出向いた件数に

ついては把握してございません。  

 

小越委員   わかりました。  

        （私学教育の振興について）  

  その次に進みます。県民生活部のほうですけれども、主要成果説明書の７８ペー

ジ、私立学校の高校への援助の話ですけれども、これ、具体的に人数書いてあるん

ですけど、私立の高校の生徒さんの人数に対して何％なのか、それぞれ教えていた

だけますか。パーセンテージどのぐらいあったのか。  

 

内田私学・科学振興課長 何％かというお話でございますけれども、今、つかまえておりますのは、

例えば、私立学校の就学支援金でございます。７ ,３２５人という数字がございま

す。申しわけございません、全体の数が２８年度を仮に落としていきますと、２８

年度の高校生徒・通信の人数が９ ,１９１名ほどでございますので、仮にそれを分

母にしまして、分子を７,３２５にいたしますと、７９.７％ほどの方が就学支援金

を申請されているといった形になっております。  

 

小越委員   じゃあ、その下の奨学給付金も分母の９ ,１９１にして割り算すればパーセンテ

ージ出てくるという理解でよろしいでしょうか。  

 

内田私学・科学振興課長 ただいまの奨学給付金につきましては、これは条件がございまして、低

所得世帯という言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、年収が２５０万円未

満の世帯のお子さんに対して、教科書代等を給付するということでございますので、

一概に分母が９ ,１９１ということにはなってございません。その生徒さんの９ ,０

００人の所得の内訳というのを、申しわけございません、今、つかんでございませ

んので、お答えができない状況でございます。 

 

        （施策事業への女性の意見の反映について）  

小越委員   もう１点。この主要成果説明書の１３１、総務部のところでもお聞きしたのです

けれども、女性の委員全体に占める割合３６ .３％なのですけど、この３６ .３とい

う数字についての、まず評価、高いか、低いか、目標に行ったのかお聞かせくださ

い。 

 

三井県民生活・男女参画課長 審議会等の女性委員の割合ということでよろしいでしょうか。男女

共同参画計画におきましては、平成２８年度の目標値を４０％としておりますので、

まだ達成をしておりません。  

 

小越委員   ２７年度の年次報告によると、県の審議会の委員のところは、全国平均より低い

と。進捗率がマイナスになっていまして、管理的職業従事者に占める割合も国に比

べて低いです。男女共同参画の推進の中身のところが、男女共同参画推進センター

のお金ですとか、それから学び直しが入っているのですけれども、そもそもの男女

共同参画の、この報告書が出ているのに、この主要成果説明書のどこにそのような

ことが書いてあるのか教えてもらいたいんですけど。この基本的な男女共同参画の

この報告書の中身が、この成果説明書のどこにあるのでしょうか。  
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三井県民生活・男女参画課長 成果説明書の６４ページに「女性の活躍支援」という項目がござい

ますけれども、男女共同参画を推進する上で、やはり女性の活躍というのは非常に

大事なことだと思っておりますので、女性の活躍を推進していくための事業が６４

ページに記載してございます。  

 

小越委員   この報告書はね、大事なことが書いてあって、男女共同参画はなかなか進んでい

ないで、バツのところが多いわけですよね。多いというか、基本的なところで「夫

は外で働き」というところが達成していないとか、先ほどの女性の進出のところが

ないというところで、ここの６４ページのところにはそのようなことが一言も書い

てないわけですよ。一番基本的な男女共同参画の。それをどういうふうに。せっか

く２７年度の報告書があるのですから、この主要成果説明書のところに、うまくい

かなかった点も含めて書くべきだというふうに私は思うのですけれども、最後にそ

この見解を聞いて終わりにします。  

 

三井県民生活・男女参画課長 先ほど、６４ページに「女性の活躍支援」という項目がございます

というお話をさせていただいたのですが、その１つ手前のところに、子育てしやす

い職場環境づくりの支援であるとか、他部局になりますけれども、６３ページのワ

ーク・ライフ・バランス等を総合的に推進し、男女共同参画を進めていきたいと考

えております。  

 

        （行政評価について）  

清水委員  どこを見ていいのかわからなくて、ちょっとお尋ねするんですけれども、行政評

価システムというのがございまして、２６年度の結果を２７年度に反映して、２７

年度の評価結果を２８年度に反映させるということをやっていると思うのですけ

れども、２７年度は廃止したのがどのぐらいの金額になって、一部廃止したのがど

のぐらいになっているという、そういうのをどこを見ればよろしいのか、ちょっと

教えていただけますか。 

 

末木政策企画課長 行政評価につきましては、主要成果説明書のほうには具体的には金額は入って

おりません。あくまでもそこに書いてございますのが見直した事業の数のみでござ

いますので、金額についてはまた、こちらのほうから今、申し上げますと、見直し

た、要するに改善額ということで整理をしてございます金額は、１,０１２万２,０

００円ございました。  

 

清水委員  後で結構ですが、項目ごとにまたいただければと思いますけれども。お願いいた

します。 

 

末木政策企画課長 はい、御用意いたします。 
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質 疑 警察本部関係 

 

 

（交通安全対策費について） 

早川委員   総括審査に向けて確認です。説明資料の警の４ページの下ですね。交通安全対策

費。県内、いろいろな交通安全対策の中で、私たち、信号機についてよく御意見を

いただくのですけれども、交通安全対策費の中の交通安全施設整備費は、これはま

ず中身。例えば信号機とか表示とか標識とか考えられると思うんですけど、中身を

教えていただきたいんですが。  

 

窪田交通規制課長 お答えいたします。平成２７年度の交通安全施設整備費につきましては、交通

安全施設関係では、交通信号機の高度化改良や、ＬＥＤ化改良、道路標識、道路標

示の高輝度化や新設・更新等を推進したほか、交通管制センター関係では交通管制

システム、中央装置の増設・更新、交通管制システム端末機器の新設・更新等の整

備を行っております。以上です。  

 

早川委員  そうすると、５億６,３００万円余の中で、これも総括審査の関連ですけど、わ

かればでいいです。新設の２７年度の県内全体で信号機の実行額と何カ所ぐらい実

行できたか、済みません、わかれば。  

 

窪田交通規制課長 お答えいたします。新設信号機の設置にかかわる予算額につきましては、４ ,

８４５万５ ,０００円余、執行額は３ ,６７５万２,０００円余であります。平成２７

年度の新設信号機の設置につきましては、７基であります。以上です。  

 

早川委員  少ないような気がするけど、まあ、それはまた総括でやるんですけど、道路表示

はたしか小越先生がやったと思うんで、じゃあ、同じことで標識の実行額と、何カ

所か教えていただければ。それで終わります。 

 

窪田交通規制課長 お答えいたします。予算額につきましては、１ ,５８２万２ ,０００円余、執行

額は１,４２６万円であります。平成２７年度の新設の道路標識の設置につきまし

ては６２カ所であります。以上です。 

 

        （不納欠損額と収入未済額について）  

山田（一）委員   それでは、警の２ですが、不納欠損額と収入未済額の内訳だけ教えてください。 

 

岩柳会計課長   収入未済額の８万７,５００円についてでありますけれども、まず、これにつき

ましては、全て放置駐車に対する放駐違反金と、その延滞金の未収金であります。

収入すべきものとして調定をいたしましたが、５月３１日の出納整理期間までに収

納ができなかったということで収入未済となっているものであります。 

  次に、不納欠損額の３万円でありますけれども、これにつきましてもやはり全て

放置駐車に対する放置違反金の未収金ということになっております。これにつきま

しても、公法上の債権の時効が５年を経過したということで、損失として処理をし

たものであります。以上であります。  

 

        （士気高揚推進費について） 

山田（七）委員   警の３の警察本部費の士気高揚推進費の４ ,５５５万円って、この士気高揚推進

費ってどのようなことをやっているんでしょうか。  
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岩柳会計課長   士気高揚推進費についての御質問でありますけれども、これにつきましては、職

員、それから家族等の士気を高揚させるための経費であります。具体的に申し上げ

ますと、各種表彰がございますけれども、部内表彰、部外表彰等の事務等に要する

経費ですとか、あるいは駐在所の家族報奨費というのがございますが、これは駐在

所の勤務につきましては基本的に家族同伴で駐在所に居住をして勤務することが

基本となっておりますけれども、この家族の方々が警察活動に協力をする場合があ

ります。この報奨費に要する経費ということでありますけれども、これらが士気高

揚推進費であります。以上であります。  

 

小越委員   済みません、それで、先ほど士気高揚推進費、ちょっと違うだけなので確認だけ

なんですけど、青いインデックスの士気高揚推進費の不用額とこの会計監査委員の

４５ページの不用額の警察本部庁舎整備費と士気高揚推進費不用額が若干数字が

違うんですけど、これはどうしてでしょうか。  

 

岩柳会計課長   まず、審査意見書に記載されております不用額でありますけれども、これにつき

ましては県監査委員のほうで作成をしている資料でありますが、不用額の主なもの

のみを記載をしているということで承知をしております。一方、本日御説明をして

おります歳入歳出決算の概要につきましては、それぞれの不用額の全体額を記載を

しておりますので、その金額の差異が生じているということでございます。以上で

す。 

 

        （国庫支出金について）  

小越委員   それから、インデックスの青いほうのファイルの警の１ページの国庫支出金が７

１.４％ということで、警察管理費補助金、警察活動費補助金って、具体的にどう

いう中身なのか、なぜ７１.４％なのか示してください。  

 

岩柳会計課長   まず、国庫支出金の警察管理費の補助金でありますけれども、これにつきまして

は車両・航空機の維持等にかかわる装備品等に対する一般行政費の補助金ですとか、

あるいは機動隊の超過勤務の手当に対する補助金となっております。  

  また、警察活動費の補助金につきましては、一般警察活動費、あるいは刑事警察

費等に関する一般行政費補助金と交通安全施設整備に対する交通安全施設整備費

補助金等でございます。 

  次に、国庫支出金の予算現額に対する収入率が７１ .４％という御指摘でありま

すけれども、これは国庫補助金の申請額に対する収入額の減によるものであります。

減額となった理由につきましては、これは国のほうで所要額を算定しているもので

ありますので、県警察が詳細を知る立場にはありませんけれども、国の財政事情が

厳しい中で各都道府県警察の申請額に見合う補助金の交付が困難な状況にあるの

ではないかと承知をしております。以上であります。  

 

小越委員   車両とか機動隊のですとか、一般管理費とか交通安全、具体的にどこが一番減ら

されたのか。その減らされたことについて山梨県警としてこれを復活してほしいと

かって、そういう交渉はされたんでしょうか。  

 

岩柳会計課長   まず、減額されたものについてでありますけれども、警察管理費の補助金につき

ましては、先ほど申し上げました車両・航空機の維持にかかわる装備費等でありま

すけれども、これらが申請額に対して約８ ,１８１万円ほど減額となっております。 

  また、機動隊の超過勤務手当等につきましては、申請額に対して約２４２万円ほ

ど減額となっております。  
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  また、警察活動費の補助金につきましては、先ほども御説明いたしましたけれど

も、一般警察活動費や刑事警察費等につきましては、申請額に対して８ ,６９１万

円ほど減額となっているものであります。  

  なお、この減額された分についての再度要求はないのかというふうな御指摘かと

思いますけれども、これにつきましては県の財政負担の軽減が少しでも図られます

ように国のほうには継続的に働きかけを行ってきたわけでありますけれども、結果

として増額には至らなかったというものでございます。以上です。 

 

小越委員   済みません、交通整備補助金、さっきの話で警察活動費補助金の減額が８,６９

１万だとすると、３億１,０００万なので、この交通整備補助の、ここはどのぐら

い減ったんでしょうか。 

 

岩柳会計課長   交通安全施設整備費の補助金ということでよろしいでしょうか。これにつきまし

ては、平成２７年度当初予算への計上額に対しまして３ ,５１９万円ほど減額とな

っているところであります。以上であります。 

 

        （警察本部費）  

小越委員   それから、警の３ページの、ちょっと金額が大きくて中身がわからないのですけ

れども、警察本部費の諸費というところが２億７,０００万円あるのですけれども、

この諸費というのは具体的に何なんでしょうか。２億７,０００万円、ちょっと大

きいので教えてください。  

 

岩柳会計課長   諸費の内訳でございますけれども、これにつきましては、非常勤嘱託や臨時職員

の人件費、あるいは警察本部の交際費、異動に伴う赴任旅費、それから講習の受講

料、試験手数料等、合計で２億７ ,５７７万円余でございます。以上でございます。  

 

小越委員   金額が大きいので、少し明細を書いていただいたほうがわかりやすいんじゃない

かと。ちょっと全体の中で２億７,０００万円で、ぼんと、諸費というだけで丸め

てくるのはちょっと説明不足じゃないかと思います。  

        （交通安全対策費について）  

  それから、警の４ページ、先ほど早川委員からありました交通安全対策費、そし

て先ほど国庫補助金がその関係で３,５００万円減らされてきたという話ですけど、

例えば信号機は７基というのですけれども、昨年は、平成２６年度決算でいくと３

１カ所要望して７基だったのですけれども、平成２７年度は何基要望があって７基

だったのでしょうか。  

 

窪田交通規制課長 お答えいたします。平成２７年度につきましては、２８カ所要望がありまして、

それに対して７基設置したところであります。以上です。 

 

小越委員   それと、先ほど早川委員から言いましたけど、標識だけじゃなく、本会議でもお

話ししました道路表示、例えば横断歩道１割未舗装というか、修理していなかった

のですけれども、昨年度は横断歩道で構いませんので、何カ所未整備だったのか、

何カ所やったのか教えてください。  

 

窪田交通規制課長 お答えいたします。横断歩道につきましては、４４９カ所未整備でありました。

以上です。  

 

小越委員   何カ所やったかは、じゃあ、また総括でお伺いします。詳しく。  
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  それで、ちょっと確認なんですけど、警の４のところで交通安全対策費が、例え

ば交通安全施設整備費、それから交通安全施設維持管理費とも昨年度決算、２６年

よりも大分減っているわけですよね。交通安全対策費も含めてですけど。この交通

安全施設維持管理費も３分の２ぐらい減っておりますけれども、減っていて、予算

要望もあったけれども、執行額が少なくて、なおかつ警の６の不用額が４ ,１００

万円。その前の２６年度の不用額に対しても２ ,０００万円ぐらい多いんですけど、

これはどうしてなんですか。要望があって、執行が少なくて、だけど不用額が残る

というのは。 

 

岩柳会計課長   まず、交通安全対策費の支出済額の減額についての御質問でありますけれども、

平成２７年度につきましては、約１２億８,７４６万円。平成２６年度につきまし

ては、約１４億５,８７０万円となっておりまして、前年度比で言いますと、マイ

ナス１億７,１２３万円余であります。この減額の主な理由についてでありますけ

れども、平成２６年度には中央自動車道の笹子トンネルの天井板の崩落事故を受け

まして、県内の大型道路標識の緊急の一斉点検を行ったところであります。これら

に要した経費が約１億４,２９８万円を計上し、これを執行したところであります。 

  また、もう一つは、西関東連絡道路の延伸に伴いまして、３可変道路規制標識等

の交通安全施設整備費を要したところであります。これにつきましても、約４ ,３

５０万円ほどを計上し、執行したということで、いずれも単年度事業となっており

まして、平成２７年度にはこれを計上、執行していないということで、これらの分

が減額となっているものであります。  

  それから、次に不用額についての御質問でありますけれども、交通安全対策費全

体で不用額が約４,１９３万円となっておりますけれども、まず、この主なものに

つきましては、交通安全施設の光熱水費、これが約１,７６２万円、交通管制シス

テムの保守点検委託料が約８６６万円、自動車保管場所関係事務の委託料が約３４

８万円などであります。その主たる理由につきましては、まず、交通安全施設の光

熱水費の執行残につきましては、原油価格の下落がございました。これに伴って電

気料金の減少があったということで執行残として生じております。また、交通管制

システムの保守点検委託料の執行残につきましては、これは契約差金でございます。

また、自動車保管場所関係の事務委託料の執行残につきましては、これは自動車保

管場所の現地調査の件数が見込みよりも減少したことなどによるものであります。

以上であります。 

 

        （不用額について） 

桜本委員  警の５、健康管理費の執行残があるのですが、他県の署で結核が署員の方々にと

いうようなことがあったのですが、全員、年に一遍の健康管理というか、レントゲ

ンを撮ったりとか、そういったことはされているんですか。  

 

若月厚生課長   職員の健康診断につきましては、１年に１回、定期健康診断、または選択制で人

間ドックの健診を行っております。  

 

桜本委員   それと、あと、警の５で、警察署等整備費の執行残ということで残っているので

すが、例えば拘留する人たちが長期にわたって留置所というんですか、そういった

ところに入るケースもあるんですが、そういう、どこの人だかわからない、何の病

気を、感染症を持っているかわからない人を長期間拘留する場合、例えばその拘留

場所に菌をまき散らさないような清浄機というんですかね、こういった署員の方々

を守るような拘留する施設での対策費のようなものはあるんでしょうか。  

 



決算特別委員会（平成 28年 10月 24日部局別審査）会議録 

- 13 - 

若月厚生課長   警察施設において来庁者に向けての手洗い液、消毒液等の設置を行っております。 

 

以  上 

 

 

                         決算特別委員長  望月 勝 

 

 


